
 

 

議案第２５号 

 

石岡市，かすみがうら市，行方市，小美玉市及び茨城町におけ 

る公の施設の広域利用に関する条例を制定することについて 

 

 石岡市，かすみがうら市，行方市，小美玉市及び茨城町における公の施設

の広域利用に関する条例を制定することについて，地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和４年２月２２日 提 出 

 

石岡市長 谷 島 洋 司   

 

   提 案 理 由 

 公の施設の広域利用に関する協議に伴い，本市の公の施設をかすみがうら

市，行方市，小美玉市及び茨城町の住民が利用することについて，条例で必

要な事項を定めるため。 

 

 

 

 

 

 



 

 

石岡市，かすみがうら市，行方市，小美玉市及び茨城町における公の

施設の広域利用に関する条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の３第２

項の規定に基づく公の施設の広域利用に関し，かすみがうら市，行方市，

小美玉市及び茨城町（以下「協定市町」という。）の住民が本市の公の施

設を利用することについて必要な事項を定めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において，「公の施設の広域利用に関する協定」とは，本

市及び協定市町が設置する公の施設をそれぞれの住民が相互に利用するこ

と等を定めた協定をいう。 

 （広域利用施設） 

第３条 本市が設置する公の施設のうち，公の施設の広域利用に関する協定

の対象とするもの（以下「広域利用施設」という。）は，別表右欄に掲げ

るとおりとする。 

２ 広域利用施設に係る別表左欄に掲げる条例の協定市町の住民に対する適

用については，協定市町の住民を本市の住民とみなす。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公の施設の広域利用に関する協定の成立の日から起算して

３月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 

 （石岡市，行方市，小美玉市及び茨城町における公の施設の広域利用に関

する条例の廃止） 

２ 石岡市，行方市，小美玉市及び茨城町における公の施設の広域利用に関

する条例（平成28年石岡市条例第２号）は，廃止する。 

 



 

 

別表（第３条関係） 

公の施設の条例 広域利用施設 

石岡市立学校施設使用条例（平成

17年石岡市条例第74号） 

温水プール 

石岡市立中央図書館条例（平成17

年石岡市条例第83号） 

石岡市立中央図書館 

石岡市ふれあいの里石岡ひまわり

の館条例（平成17年石岡市条例第

100号） 

ふれあいの里石岡ひまわりの館のうち 

屋内施設 

屋外施設 

石岡市海洋センター条例（平成20

年石岡市条例第13号） 

石岡市海洋センターのうち 

体育館 

プール 

  

 

 


